
添付資料 
（民間移管にあたり市営の保育内容を民間移管に着実に引き継いでいただくための要望）  

 
○平成２５年度の募集要項に沿った要望事項 

1�	 （別紙４）移管後の運営に係る基本事項について	  
１・保育所運営・サービスなどの項目に追加項目を要望します。  
	 第一の保育理念・・子どもを主体とする京都市市営保育所の保育のガイドラインを遵守すること。 
研修・・引き継ぎ期間に移管先法人等の保育士が京都市営保育士が受けている研修に参加すること。 

（巡回指導、エピソード研修含む階層別研修、項目別研修など。エピソード検討会などは保育 
士全員で行うこと。） 

＊研修にあたって必要な費用は京都市が負担すること。 
検証・・移管の客観的な検証を具体化した数字で残すこと。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 選定委員による移管前・移管途中・移管後の該当保育所についてのレポートによる報告記録 
の作成。 

	 三者協議会前に、年間数回、市営の保育が引き継がれているかをポイントにした保護者、保 
育士へのアンケート調査を行い、取りまとめ公表すること。（保育士→引き継ぎ項目のチェ

ックリストの達成率。保護者→これまでの市営の保育士との差。園の対応の差。物理的な差。

他、困っている事など。） 
 

2・職員についての項目に追加項目を要望します。  
移管に臨んで有している姿勢・・一から市営保育所の保育内容を引き継ごうとする柔軟な姿勢を示し、 

自覚を持ってもらう事。公民の保育士同士でぶつかる事のないように。 
 

3・項目内容の追加を要望します。  
保育内容・・これまでの自園での保育実践は一旦留保し、市営の保育を引き継ぐ姿勢を示すこと。 
保育士・・信頼関係の構築の観点から、移管期間の一年間の担任は固定させること。 

常勤保育士は、２分の 1以上の人数を確保すること。      
給食・調理・・産地表示・仕入れ先情報の開示。 

 
	 	 2�	 （別紙２）書面審査の項目及び基準について  
	 	 	 1・市営保育所の保育の質を守っていただくために、実地審査の点数を高く評価してください。  

実地審査「保育の内容」項目での最低合格点を２４点満点中１９点以上として下さい。 
	 	 	 	 	 書面審査・実地審査の満点換算の換算率を均等に評価できるようにしてください。 

（例えば、満点換算せず、書面審査運営実績 58点、書面審査事業計画 70点、実地審査 92点、合計 220
点満点にする。あるいは、同率で満点換算するなど。） 
低評価の園が採択されない様に評価基準の点数のガイドラインを提示して下さい。 

 
2・事業計画内に、保育内容のページを追加してください。  

	 	 	 事業計画内には運営計画の項目がありますが、保育計画だけでなく、日々の保育で大切にしていきた 
い事などの具体的なページを設けてください。(市営の保育を引き継ぐにあたり、保育内容への差がし 
ょうじていないか)	 その保育内容を審査にあたり重視してください。 
 



3�	 	 参考資料への追加  
1・各保育所保護者会のページ  

錦林・砂川保育所保護者から園に引き継いでいただきたいこと。思い。  
例）１	 一日の生活の流れを各年齢、クラスに合わせて今までと同じような流れで組んでいただきたい。 

２	 幼児クラスは四年前から異年齢保育を実施し、やっと定着してきました。 
	 異年齢で関わることの大切さ面白さを子どもも親も感じています。 
	 移管途中、移管後も幼児クラスの異年齢保育を続けていただくようお願い致します。 

３	 園外活動は立地を活かした散歩を多くとりいれてください。 
	 	 ex)インクライン・南禅寺・哲学の道・若王子山・吉田山・動物園など 

４	 絵画や創作活動を一人一人の個性に合わせて、見守り指導して下さい。 
５	 運動会や生活発表会は、一人一人の子どもが楽しむことを第一の目的に据え、見せるためではな 

く、準備練習の過程での喧嘩や譲り合い、一人一人の子どもの思いが大切にされ、保護者と保育 
士が共に子どもの成長を喜ぶ行事としてください。 

６	 保育士、保護者間では、毎日の挨拶、日々の子どもの様子がどの職員からも(延長保育時も)聞け 
るようなコミュニケーションを大事にしてください。 

７	 学校的な教育や習い事などを保育にいれるよりも、子どもの自由遊びの時間を 
	 	 大切にしてください。 
８	 菜園やクッキング、お手伝い活動を通して食に対する思いを深め、 
	 	 食べることが楽しいなと思えるような献立や食育を重視してください。 
９	 園からのお便りやホームページは事務連絡だけではなく、子どもの様子ややり取り、保育士の目 

線がわかるような内容にしてください。 
10	 移管後も、OBの子ども、保護者、保育士が保育園を訪問しやすい環境、連絡体制を確保してく 

ださい。 
11	 保育で大事にしていくことを父母の会と常に確認し合う様にしてください。 

 
2・市営の保育を引き継ぐにあたって重視すべき「引き継ぎの内容」は具体的にどのようなものか

をチェッ  
クシートにして添付する。また、日々の保育で常に確認する。  
例）□	 子どもであっても一人の人間として尊重しようと思っている。 
	 	 □	 子どもと目線を合わせて話をする。（言葉を手渡す） 
	 	 □	 保護者との信頼関係の確立に努力している。 
	 	 □	 授乳は決まった大人(担当保育士)が抱いてゆっくりと飲ませている。 

□	 オムツをはずす時期は無理強いしないで発達に即して決めている。 
□	 子どもが自発的に自分で選択して遊べる時間を十分に保障している。 
□	 散歩のとき手を引っ張らない。 
□	 子どもの未熟さによる言葉や動作をからかったりしない。 
□	 「これで遊びなさい」など指示をしない。 
□	 子どもが探索活動の主体と思い、大人は探索に付き合うようにしている。 
□	 体に乱暴に触れない。肩や腕はつかまないようにしている。 
□	 赤ちゃんを抱きあげるときは正面から、後ろや横から不意に抱き上げない。声をかけてから抱

き上げる。等、朱雀乳児保育所「子供の権利を保育に活かそう」参考 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 以上 


